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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　太陽光を吸収して熱に変換する熱変換部材であって、少なくとも１種の半導体と少なく
とも１種の金属材料とのコンポジット材を含み、前記半導体中に前記金属材料が内包され
て分散されており、
　前記金属材料が粒子形態である、
前記熱変換部材。
【請求項２】
　前記金属材料が、Ａｇ材料、Ｍｏ材料、及びＣｕ材料のいずれかである、請求項１に記
載の熱変換部材。
【請求項３】
　前記半導体がＦｅＳｉX（Ｘ＝0.5～4）を含む、請求項１又は２に記載の熱変換部材。
【請求項４】
　前記ＦｅＳｉXのＸが２である、請求項３に記載の熱変換部材。
【請求項５】
　膜状である、請求項１から４のいずれか１項に記載の熱変換部材。
【請求項６】
　前記膜状が１ｎｍから１０μｍの厚さである、請求項５に記載の熱変換部材。
【請求項７】
　少なくとも、請求項５又は６に記載の熱変換部材を含む少なくとも１つの層と、金属層
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とが積層されてなる、熱変換積層体。
【請求項８】
　少なくとも、金属層と、請求項５又は６に記載の熱変換部材を含む少なくとも１つの層
と、透明誘電体層とが、この順序で積層されてなる、熱変換積層体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱変換部材及び熱変換積層体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　太陽光を熱に変換して、その熱を利用して発電を行う太陽光発電システムが知られてい
る。このようなシステムでは、集光部で太陽光を集光し、そして集光した太陽光によって
、容器又は流路内の熱媒体（オイル、溶解塩、溶融ナトリウム等）を加熱することが知ら
れている。そして、容器又は流路の表面に被覆物、薄膜等を提供し、それによって集光し
た太陽光による熱媒体の加熱を促進することが検討されている。
【０００３】
　例えば、非特許文献１では、容器又は流路の表面に被覆物を提供し、この被覆物によっ
て、集光した太陽光の吸収を促進し、かつ、容器又は流路から外部への熱輻射による放熱
を抑制することが検討されている。また、例えば、特許文献１には、内部が真空であって
、外部から太陽光が入射する第１のガラス管と、この第１のガラス管の内側に設けられ表
面に選択吸収膜を具備する第２のガラス管又は金属管とを有し、前記選択吸収膜が前記第
２のガラス管又は金属管に接する金属膜とこの金属膜上に被着される誘電体薄膜とで構成
される太陽コレクターの製造方法において、前記金属膜がニッケル、コバルト、銀又は銅
のうちから選ばれた一種類の無電解メッキ法により形成され、前記誘電体薄膜が二酸化チ
タン、五酸化タンタル、又は五酸化ニオブのうちから選ばれた一種類あるいはそれらの混
合物の溶液からの塗布法により塗膜した後、酸化性雰囲気中で５００℃以上の熱処理を施
すことにより形成されることを特徴とする太陽熱コレクターの製造方法が提案されている
。さらに、特許文献２には、太陽光吸収率が大きくかつ赤外線をよく透過する顔料と、ポ
リメチルペンテンと、このポリメチルペンテンを溶解する溶剤とを含む太陽熱コレクタの
集熱面用塗料組成物が提案され、特許文献３には、太陽光エネルギーを利用する太陽熱集
熱装置であって、前記太陽光の少なくとも一部を吸収して異なる波長の光に変換する波長
変換部と、前記波長変換部から発せられる光を吸収して発熱する蓄熱部とを備える、太陽
熱集熱装置が提案されている。さらにまた、特許文献４には、太陽光吸収特性及び低放射
率を有する太陽光選択的吸収コーティングであって、金属、誘電体またはセラミック材料
の支持体（１）と、この支持体（１）上に堆積された中～遠赤外線高反射性の少なくとも
１つの金属層（２）と、この金属反射層（２）上に堆積された、交互になった誘電体層（
５）及び金属層（６）から構成される多層吸収構造体（３）と、この多層吸収構造体（３
）上に堆積された少なくとも１つの反射防止誘電体層（４）とから構成され、多層吸収構
造体（３）の誘電体層（５）が互いに同じまたは異なる厚さ及び／または組成になり得て
、多層吸収構造体（３）の金属層（６）が互いに同じまたは異なる厚さ及び／または組成
を有し得て、多層吸収構造体（３）の金属層（６）及び誘電体層（５）のそれぞれの厚さ
が１０ｎｍ未満、好ましくは１ｎｍ未満であり、多層吸収構造体（３）の総厚が５～１０
００ｎｍであり、太陽光選択的吸収コーティングの誘電体質の層が、誘電体層が堆積され
るチャンバまたはチャンバの一部に不活性ガス及び反応ガスを含んだ反応性スパッタリン
グによって堆積され、太陽光選択的吸収コーティングの金属層が、金属シートが堆積され
るチャンバまたはチャンバの一部に不活性ガスだけを導入してＤＣスパッタリングによっ
て堆積されることから他に類をみない太陽光選択的吸収コーティングが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開昭５９－０５６６６１号公報
【特許文献２】特開昭５８－００１７６０号公報
【特許文献３】特開２０１０－００２０７７号公報
【特許文献４】特表２０１２－５０６０２１号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Ｊｕｌｙ　２００２，ＮＲＥＬ／ＴＰ－５２０－３１２６７，”Ｒｅｖ
ｉｅｗ　ｏｆ　Ｍｉｄ－　ｔｏ　Ｈｉｇｈ－Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　Ｓｏｌａｒ　Ｓｅ
ｌｅｃｔｉｖｅ　Ａｂｓｏｒｂｅｒ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ”，Ｃ．Ｅ．　Ｋｅｎｎｅｄｙ
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、集光した太陽光による熱媒体の加熱を促進して、更に効率的に、光を熱
に変換することが望まれているのが現状である。
【０００７】
　本発明は、光を熱に効率的に変換することができる熱変換部材を提供することを目的と
する。さらに、本発明は、光を熱に効率的に変換することができる熱変換部材を含む熱変
換積層体を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するための手段は、以下の第（１）項～第（８）項である。
　（１）少なくとも１種の半導体と少なくとも１種の金属材料とのコンポジット材を含む
、熱変換部材。
　（２）その金属材料が粒子形態である、第（１)項に記載の熱変換部材。
　（３）前記半導体がＦｅＳｉX（Ｘ＝0.5～4）を含む、第（１）項又は第（２）項に記
載の熱変換部材。
　（４）そのＦｅＳｉXのＸが２である、第（３）項に記載の熱変換部材。
　（５）膜状である、第（１）項から第（４）項のいずれか１項に記載の熱変換部材。
　（６）その膜状が１ｎｍから１０μｍの厚さである、第（５）項に記載の熱変換部材。
　（７）少なくとも、第（５）項又は第（６）項に記載の熱変換部材を含む少なくとも１
つの層と、金属層とが積層されてなる、熱変換積層体。
　（８）少なくとも、金属層と、第（５）項又は第（６）項に記載の熱変換部材を含む少
なくとも１つの層と、透明誘電体層とが、この順序で積層されてなる、熱変換積層体。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、光を熱に効率的に変換することができる熱変換部材が提供される。さ
らに、本発明によれば、光を熱に効率的に変換することができる熱変換部材を含む熱変換
積層体が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、本発明の熱変換積層体の１つの実施態様である、熱変換積層体１を示す
断面模式図である。
【図２】図２は、Ａｇ－ＦｅＳｉ2メタセミ単層膜の吸収特性の結果を示す図である。
【図３】図３は、Ｍｏ－ＦｅＳｉ2メタセミ単層膜の吸収特性の結果を示す図である。
【図４】図４は、Ｃｕ－ＦｅＳｉ2メタセミ単層膜の吸収特性の結果を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　（１）熱変換部材
　本発明による熱変換部材は、少なくとも１種の半導体と少なくとも１種の金属材料との
コンポジット材を含むことを特徴とする、熱変換部材である。本発明による熱変換部材は
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、少なくとも１種の金属材料の含有量（添加率）を調節することによって太陽光の吸収特
性を変化させることが可能であるので、光学選択性を向上させて光を熱に効率的に変換す
ることができる。ここで、光学選択性とは、ある波長又はある波長域で反射率等の光学特
性が劇的に変化することをいう。
【００１２】
　本発明による熱変換部材に含まれるコンポジット材（複合材とも言う。）の少なくとも
１種の半導体は、１種の半導体でもよいし、２種以上の半導体の混合物でもよい。
【００１３】
　本発明による熱変換部材に含まれるコンポジット材の半導体は、特に限定されることな
く、例えば、ＦｅＳｉX（Ｘ＝0.5～4）等が挙げられる。
【００１４】
　本発明による熱変換部材に含まれるコンポジット材の少なくとも１種の金属材料は、１
種の金属材料でもよいし、２種以上の金属材料の混合物でもよい。
【００１５】
　本発明による熱変換部材に含まれるコンポジット材の金属材料は、特に限定されること
なく、例えば、Ａｇ材料、Ｍｏ材料、Ｃｕ材料等が挙げられる。
【００１６】
　本発明による熱変換部材に含まれるコンポジット材の少なくとも１種の金属材料は、任
意の形態でよいが、粒子形態であることが好ましい。少なくとも１種の金属材料が粒子形
態であれば、金属粒子でもよいし、金属微粒子でもよい。金属材料の粒子形態の粒子径は
、１～１００ｎｍであることが好ましい。
【００１７】
　本発明による熱変換部材に含まれるコンポジット材の少なくとも１種の半導体は、Ｆｅ
ＳｉX（Ｘ＝0.5～4）を含むことが好ましく、ＦｅＳｉ2を含むことがより好ましい。
【００１８】
　本発明による熱変換部材は、任意の形態でよく、例えば膜状、筒状、板状等の形態が挙
げられるが、膜状であることが好ましい。本発明による熱変換部材の膜状の厚みは本発明
の効果を奏すれば任意の厚みでよいが、本発明による熱変換部材の膜状が1nm～10μmの厚
さであることが好ましく、５～１００ｎｍの厚さであることがより好ましい。
【００１９】
　本発明による熱変換部材に含まれる少なくとも１種の金属材料の含有率は任意でよいが
、例えば、１～５０ｖｏｌ％が挙げられる。
【００２０】
　本発明による熱変換部材には、少なくとも１種の半導体と少なくとも１種の金属材料と
のコンポジット材以外の任意の材料を含んでもよい。例えばＳｉＯ2等の透明誘電体を粒
子状または微粒子状に混合させてもよい。
【００２１】
　本発明による熱変換部材は、公知である任意の製造方法で得ることができる。例えば、
物理気相堆積（ＰＶＤ）、スパッタリング等によって、本発明による熱変換部材は製造さ
れ得る。
【００２２】
　（２）熱変換積層体
　本発明による熱変換積層体は、本発明による膜状の熱変換部材を含む少なくとも１つの
層と、金属層とが積層されてなることを特徴とし、金属層と、本発明による膜状の熱変換
部材を含む少なくとも１つの層とが、この順序で積層されてもよいし、その順序とは逆の
順序で積層されてもよい。
【００２３】
　また、本発明による熱変換積層体は、少なくとも、金属層と、本発明による膜状の熱変
換部材を含む少なくとも１つの層と、透明誘電体層とが、この順序で積層されてなること
を特徴とする。
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【００２４】
　本発明による熱変換積層体の、本発明による膜状の熱変換部材を含む少なくとも１つの
層は、光吸収層として構成されてよく、少なくとも１種の金属材料の含有量を調節するこ
とによって太陽光の吸収特性を変化させることが可能であるので、光学選択性を向上させ
て光を熱に効率的に変換することができる。本発明による熱変換積層体の膜状の熱変換部
材を含む少なくとも１つの層の厚みは、本発明の効果を奏すれば任意の厚さでよいが、５
～１００ｎｍの厚さであることが好ましい。本発明による熱変換積層体の膜状の熱変換部
材を含む層は、１層でもよいし、複数層でもよい。本発明による熱変換積層体の膜状の熱
変換部材を含む少なくとも１つの層には、膜状の熱変換部材以外の任意の材料を含んでも
よい。
【００２５】
　本発明による熱変換積層体の金属層は、赤外線反射層として構成されてよい。本発明に
よる熱変換積層体の金属層は、特に限定されることないが、例えば、モリブデン（Ｍｏ）
層、タングステン（Ｗ）層、銀（Ａｇ）層、金（Ａｕ）層、銅（Ｃｕ）層等が挙げられる
が、モリブデン（Ｍｏ）層が好ましい。本発明による熱変換積層体の金属層の厚さは本発
明の効果を奏すれば任意の厚さでよいが、少なくとも１００ｎｍ以上の厚さであることが
好ましい。
【００２６】
　本発明による熱変換積層体の透明誘電体層は、反射防止層として構成されてよい。本発
明による熱変換積層体の透明誘電体層は、特に限定されることはないが、例えば、ＳｉＯ

2層、Ａｌ2Ｏ3層、ＡｌＮ層等が挙げられるが、ＳｉＯ2層であることが好ましい。本発明
による熱変換積層体の透明誘電体層の厚さは本発明の効果を奏すれば任意の厚さでよいが
、１０ｎｍ～５００ｎｍの厚さであることが好ましい。
【００２７】
　本発明による熱変換積層体は、光吸収層として本発明の熱変換部材以外の吸収層を含ん
でもよい。
【００２８】
　本発明による熱変換積層体は、公知である任意の製造方法で得ることができる。例えば
、物理気相堆積（ＰＶＤ）、スパッタリング等によって、本発明による熱変換積層体は製
造され得る。
【００２９】
　以下、図１を参照しながら、本発明による熱変換積層体について更に詳細に説明をする
。なお、本発明による熱変換積層体は、本発明の目的及び主旨を逸脱しない範囲内で、図
１の本発明の実施の形態に限定されるものではない。
【００３０】
　図１は、本発明の実施の形態に係る熱変換積層体の１つの態様である、熱変換積層体１
を示す図である。本発明の実施の形態に係る熱変換積層体１は、透明誘電体層１１、熱変
換部材を含む層（光吸収層）１２及び金属層１３から構成される。そして、熱変換部材を
含む層（光吸収層）１２は、金属微粒子１２１と半導体１２２とから構成される。図１に
示すように、金属微粒子１２１は、半導体１２２中に内包されて分散される。
【実施例】
【００３１】
　以下、本発明をより具体的に説明するための実施例を提供する。なお、本発明は、その
目的及び主旨を逸脱しない範囲で以下の実施例に限定されるものではない。
【００３２】
　《熱変換部材の吸収特性評価》
　熱変換部材の吸収特性評価を、実施例１～３及び比較例１を用いて実施した。
【００３３】
　（実施例１）
　本発明による熱変換部材の吸収特性評価を、Ａｇ－ＦｅＳｉ2メタセミ単層膜を用いて



(6) JP 6059952 B2 2017.1.11

10

20

30

40

50

実施をした。メタセミは、「Ｍｅｔａｌ(金属）＋Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ（半導体
）＝ＭｅｔａＳｅｍｉ（メタセミ）」の意味である。
【００３４】
　[Ａｇ－ＦｅＳｉ2メタセミ単層膜の作製方法]
　室温状態の石英基板に、ＦｅＳｉ2とＡｇ（銀）とを同時にスパッタリングすることに
よって成膜した。成膜後、真空炉中で温度８００℃以下で１時間アニールした。Ａｇ（銀
）の添加率別に２種類（４．０ｖｏｌ％、８．６ｖｏｌ％）のＡｇ－ＦｅＳｉ2メタセミ
の試料を作製した。
【００３５】
　得られた試料を分光エリプソメータによる測定データ、並びに分光光度計で測定した反
射率特性及び透過率特性から、Ａｇ－ＦｅＳｉ2メタセミの光学定数（屈折率n、消衰係数
k）を算出した。
【００３６】
　算出された、Ａｇ－ＦｅＳｉ2メタセミの光学定数(ｎ，ｋ)を基にして、多層膜近似を
用いて、Ａｇ－ＦｅＳｉ2メタセミ単層膜の吸収率（膜厚３０ｎｍ相当）を計算した。Ａ
ｇ－ＦｅＳｉ2メタセミ単層膜の吸収特性の結果を図２に示す。
【００３７】
　（実施例２）
　本発明による熱変換部材の吸収特性評価を、Ｍｏ－ＦｅＳｉ2メタセミ単層膜を用いて
実施をした。
【００３８】
　[Ｍｏ－ＦｅＳｉ2メタセミ単層膜の作製方法]
　温度７００℃以下に加熱した石英基板に、ＦｅＳｉ2とＭｏ（モリブテン）とを同時に
スパッタリングすることによって成膜した。Ｍｏ（モリブテン）の添加率別に２種類（４
．２ｖｏｌ％、９．４ｖｏｌ％）のＭｏ－ＦｅＳｉ2メタセミの試料を作製した。
【００３９】
　得られた試料を分光エリプソメータによる測定データ、並びに分光光度計で測定した反
射率特性及び透過率特性から、Ｍｏ－ＦｅＳｉ2メタセミの光学定数（屈折率n、消衰係数
k）を算出した。
【００４０】
　算出された、Ｍｏ－ＦｅＳｉ2メタセミの光学定数(ｎ，ｋ)を基にして、多層膜近似を
用いて、Ｍｏ－ＦｅＳｉ2メタセミ単層膜の吸収率（膜厚３０ｎｍ相当）を計算した。Ｍ
ｏ－ＦｅＳｉ2メタセミ単層膜の吸収特性の結果を図３に示す。
【００４１】
　（実施例３）
　本発明による熱変換部材の吸収特性評価を、Ｃｕ－ＦｅＳｉ2メタセミ単層膜を用いて
実施をした。
【００４２】
　[Ｃｕ－ＦｅＳｉ2メタセミ単層膜の作製方法]
　温度７００℃以下に加熱した石英基板に、ＦｅＳｉ2とＣｕ（銅）とを同時にスパッタ
リングすることによって成膜した。Ｃｕ（銅）の添加率（８．１ｖｏｌ％）のＣｕ－Ｆｅ
Ｓｉ2メタセミの試料を作製した。
【００４３】
　得られた試料を分光エリプソメータによる測定データ、並びに分光光度計で測定した反
射率特性及び透過率特性から、Ｃｕ－ＦｅＳｉ2メタセミの光学定数（屈折率n、消衰係数
k）を算出した。
【００４４】
　算出された、Ｃｕ－ＦｅＳｉ2メタセミの光学定数(ｎ，ｋ)を基にして、多層膜近似を
用いて、Ｃｕ－ＦｅＳｉ2メタセミ単層膜の吸収率（膜厚３０ｎｍ相当）を計算した。Ｃ
ｕ－ＦｅＳｉ2メタセミ単層膜の吸収特性の結果を図４に示す。
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【００４５】
　（比較例１）
　ＦｅＳｉ2単層膜の吸収特性を評価した。
【００４６】
　[ＦｅＳｉ2単層膜の作製方法]
　温度７００℃以下に加熱した石英基板に、ＦｅＳｉ2をスパッタリングすることによっ
て成膜した。ＦｅＳｉ2の試料を作製した。
【００４７】
　得られた試料を分光エリプソメータによる測定データ、並びに分光光度計で測定した反
射率特性及び透過率特性から、ＦｅＳｉ2の光学定数（屈折率n、消衰係数k）を算出した
。
【００４８】
　算出された、ＦｅＳｉ2の光学定数(ｎ，ｋ)を基にして、多層膜近似を用いて、ＦｅＳ
ｉ2単層膜の吸収率（膜厚３０ｎｍ相当）を計算した。ＦｅＳｉ2単層膜の吸収特性の結果
を図２～図４に示す。
【００４９】
　<評価結果>
　図２を参照すると、Ａｇ（銀）の添加率が増加するにしたがって（０ｖｏｌ％→４．０
ｖｏｌ％→８．６ｖｏｌ％）、吸収特性曲線が長波長側へシフトすることが理解できる。
これにより、Ａｇ－ＦｅＳｉ2メタセミ単層膜は、Ａｇ（銀）材料の含有量（添加率）を
調節することによって太陽光の吸収特性を変化させることができるので、光学選択性を向
上させて光を熱に効率的に変換することができる。
【００５０】
　図３を参照すると、Ｍｏ（モリブテン）の添加率が増加するにしたがって（０ｖｏｌ％
→４．２ｖｏｌ％→９．４ｖｏｌ％）、吸収特性曲線が長波長側へシフトすることが理解
できる。これにより、Ｍｏ－ＦｅＳｉ2メタセミ単層膜は、Ｍｏ（モリブテン）材料の含
有量（添加率）を調節することによって太陽光の吸収特性を変化させることができるので
、光学選択性を向上させて光を熱に効率的に変換することができる。
【００５１】
　図４を参照すると、Ｃｕ（銅）の添加率が増加するにしたがって（０ｖｏｌ％→８．１
ｖｏｌ％）、吸収特性曲線が長波長側へシフトすることが理解できる。これにより、Ｃｕ
－ＦｅＳｉ2メタセミ単層膜は、Ｃｕ（銅）材料の含有量（添加率）を調節することによ
って太陽光の吸収特性を変化させることができるので、光学選択性を向上させて光を熱に
効率的に変換することができる。以上、図２～４に示すようにＦｅＳｉ2単層膜に対して
吸収特性曲線を長波長側へシフトが可能で、シフト後も光学選択性を維持している。した
がって、ＦｅＳｉ2単層膜に代えて本発明の熱変換部材を用いる事が可能である。この場
合赤外線反射層としての金属層の上に本発明の熱変換部材を積層し、さらに反射防止層と
しての透明誘電体層を設けることができる。
【００５２】
　(実施例４）
　本発明による積層体の特性を評価した。
【００５３】
　金属層と、メタセミ層（光吸収層）と、透明誘電体層とを、この順に積層した積層体に
ついて、同様に多層膜近似を用いて吸収率を計算し特性を評価したところ、単層膜と同様
に、特性が長波長側へシフトすることを確認した。
【符号の説明】
【００５４】
　１　　熱変換積層体
　１１　　透明誘電体層
　１２　　熱変換部材を含む層（光吸収層）
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　１３　　金属層
　１２１　　金属微粒子
　１２２　　半導体

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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